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監 査 公 表

監査公表第 1号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 1 項及び第 4 項

の規定により実施した定期監査の結果に関する報告を同条第 9項

の規定により次のとおり公表する。

令和 4年 3月25日

高知県監査委員　桑名　龍吾

同　　　　　　　土居　　央

同　　　　　　　奥村　陽子

定期監査結果報告（令和 3年度第 3回）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 1 項及び第 4 項

の規定により、高知県監査委員監査基準（令和 2年高知県監査公

表第 7号）に準拠し監査を実施したので、定期監査の結果を下記

のとおり報告する。

記

第 1　監査の概要

1　監査の種類

地方自治法第199条第 1 項の規定による監査のうち同条第

4項の定期監査

2　監査の対象

監査対象機関234機関（出先機関125機関を含む。）のうち

出先機関83機関（別表 1のとおり）

3　監査の着眼点（評価項目）

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令

に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を上げるように

し、その組織及び運営の合理化に努めているかとした。

4　監査の実施内容

令和 2年度の業務を対象とし、監査対象機関から提出され

た関係書類を照合するとともに、関係職員から説明を聴取す

る等の方法により、監査委員による監査及び事務局職員によ

る監査を実施した。

また、本年度は、土木工事及び建築等工事の専門知識を有

する公益社団法人に調査を委託して、実地調査等による方法

により、工事監査を実施した。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、いくつ

かの機関について、監査委員による監査をオンラインで実施

した。オンラインによる委員監査ができなかった警察、県立

学校等については、書面での質疑を行うなどして、計画して

いた対面監査を変更し、感染状況を踏まえた対応を行った。

第 2　監査の結果

前記のとおり監査を実施した限り、重要な点において、監査

の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経

費で最大の効果を上げるようにし、その組織及び運営の合理化

に努めていると認められた。

実施機関別に是正又は改善を要する事務として、指摘事項及

び注意事項としたものは、別表 2のとおりであり、事務区分別

では、別表 3のとおりである。

なお、是正又は改善を要する事務のうち指摘事項としたもの

は、次のとおりである。

1　指摘事項

( 1 )　子ども・福祉政策部療育福祉センター

令和 2年12月に 1日も出勤していない職員に対して、

本来支給することができない同月分の通勤手当を支給し

ていた。

これは、職員が出張、休暇、欠勤その他の事由によ

り、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日まで

の期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき

は、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給するこ

とができないと定めた、通勤手当に関する規則（昭和33

年高知県人事委員会規則第10号）第15条の規定に反する

不適切な事務処理である。

速やかに是正措置を講じるとともに、再発防止に向け

必要な措置を講じられたい。

( 2 )　商工労働部工業技術センター

令和 2年度及び令和 3年度の複数年に工期を設定した

工業技術センター空調改修電気設備工事及び工業技術セ

ンター空調改修機械設備工事において、令和 2年度分の

支払限度額の支出に必要な出来高検査を実施していな

かった。

これは、契約の適正な履行を確保するため又はその受

ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査を

しなければならないと定めた、地方自治法第234条の 2

第 1項の規定に反する不適切な事務処理である。

再発防止に向け必要な措置を講じられたい。

( 3 )　土木部中央東土木事務所

ア　職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例第34

号）第 2条に規定する第 1号会計年度任用職員に該当

する職員の欠勤処理を失念し、本来減額すべき報酬を

出勤として処理していたため、過払になっていた。

これは、第 1号会計年度任用職員職員が勤務しない

ときは、常勤の職員の例により減額した報酬を支給す

ると定めた、同条例第25条の 4の規定に反する不適切

な事務処理である。

速やかに是正措置を講じるとともに、再発防止に向

け必要な措置を講じられたい。

イ　高知空港緑の広場管理運営委託業務において、業務

完了後に行うべき検査を行っていなかった。

これは、契約の適正な履行を確保するため必要な検

査をしなければならないと定めた、地方自治法第234

条の 2 第 1 項の規定に反する不適切な事務処理であ

る。

速やかに是正措置を講じるとともに、再発防止に向

け必要な措置を講じられたい。

( 4 )　公営企業局幡多けんみん病院

令和 2年 5月に 1日も出勤していない職員、同年 7月

に 1日も出勤していない職員及び同年10月に 1日も出勤

していない職員に対して、本来支給することができない

通勤手当を支給していた。

これは、高知県公営企業局職員の給与の支給等に関す
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る規程（昭和42年高知県企業局管理規程第 2号）第 2条

第 1項において、職員の給与に関する条例の適用を受け

る職員の例によると定められており、職員が出張、休

暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最

初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通

勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る

通勤手当は、支給することができないと定めた、通勤手

当に関する規則第15条の規定に反する不適切な事務処理

である。

速やかに是正措置を講じるとともに、再発防止に向け

必要な措置を講じられたい。

( 5 )　教育委員会高岡高等学校

令和 2 年度 3 月分の証紙収入（入学手数料）におい

て、振替要求を行っていなかったため、令和 3年度に過

年度収入として処理しているものがあった。

これは、歳入の会計年度所属区分について、随時の収

入で、通知書等を発しないものは、これを領収した日の

属する年度とすることを定めた、地方自治法施行令（昭

和22年政令第16号）第142条第 1 項第 3 号の規定に反す

る不適切な事務処理である。

再発防止に向け必要な措置を講じられたい。

2　意見

財務事務の適正な執行を図るため、令和 2年度から知事

部局及び他の執行機関において、内部統制制度が導入され

た。

この取組においては、業務レベルのリスク管理について

は、各機関においてリスク評価シートを作成し、リスクの

識別及び分類並びに分析及び評価などを行うこととなって

いるが、定期監査で判明した不適正な事務処理について

は、各機関がその発生事実を把握しておらず、リスク管理

が十分であるとはいえない状況である。

ついては、定期監査の結果を踏まえ、当該リスクが発生

した背景や原因の分析は当然のこと、内部統制の中で把握

できていなかった原因について、分析も行い、各機関のリ

スクマネジメントの強化に努められたい。

3　重点項目

監査対象機関が実施する工事の中から土木工事及び建築

等工事をそれぞれ選定し、次のとおり実施した。

( 1 )　工事監査の対象

( 2 )　監査の期間

令和 3年 5月10日から令和 4年 1月31日まで実施し

た。このうち、土木部安芸土木事務所については令和

3年10月20日及び同月21日に、警察本部については令

和 3年11月17日から同月19日までにかけて現地調査を

実施した。

( 3 )　監査の方法

今回の監査は、令和 2年度中に施行している( 1 )の

工事について、設計、施工、監理等が適切かつ効率的

に行われているかどうかという観点から、公益社団法

人大阪技術振興協会に調査を委託し、技術士の協力を

得て実施した。

監査に当たっては、監査対象機関から提出された関

係書類を照合し、関係職員から説明を聴取するととも

に、現場における施工状況を調査した。

( 4 )　監査の結果

設計、積算、契約、施工管理等の各段階における技

術的事項の実施状況について調査を行った結果、書類

調査及び現地調査ともにおおむね適正に行われていた

が、高知警察署庁舎新築工事の建築等工事のうち、空

調設備工事において、設計等に改善を要する事項が次

のとおり認められた。

ア　特記仕様書で規定している耐震基準（水平震

度）と機器表記載の水平震度とに不整合が生じて

いた。

特記仕様書に従い、機器表の水平震度の修正を

行われたい。

イ　配管工事要領書に、冷媒の気密試験の方法（圧

力及び時間）を機種ごとに明示し、合格範囲を追

記されたい。

このほか、土木工事及び建築等工事の現地調査の過

程において提案のあった意見等にも留意され、今後の

工事に関する事務の執行及び施工に万全を期された

い。

区分

土木工事

機関名

土木部安芸

土木事務所

工事の名称

国道493号（北川道路）道路改築

（和田トンネル）工事

国道493号社会資本整備総合交付

建築等工事 警察本部

金工事（橋台工、基礎工ほか）

国道493号社会資本整備総合交付

金工事（橋梁
りょう

下部工、橋台工ほ

か）

高知警察署庁舎新築工事

・建築主体工事

・電気設備工事

・衛生設備工事

・空調設備工事
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須崎総合高等学校

佐川高等学校

檮原高等学校

四万十高等学校

大方高等学校

幡多農業高等学校

県立中村中学校

中村高等学校

宿毛高等学校

清水高等学校

山田特別支援学校

高知江の口特別支援学校

日高特別支援学校

中村特別支援学校

教育委員会　41機関

警警察察本本部部

高知警察署

高知南警察署

高知東警察署

室戸警察署

安芸警察署

南国警察署

土佐警察署

佐川警察署

中村警察署

宿毛警察署

警察本部　10機関

合計　83機関

教教
育育
委委
員員
会会

警警
察察
本本
部部

監査対象機関

教教育育委委員員会会

東京事務所 安芸土木事務所

公文書館 中央東土木事務所

安芸県税事務所 高知土木事務所

中央東県税事務所 中央西土木事務所

中央西県税事務所 須崎土木事務所

須崎県税事務所 幡多土木事務所

幡多県税事務所 土木部　６機関

総務部　７機関

幡多けんみん病院

中央東福祉保健所 公営企業局　１機関

幡多看護専門学校

健康政策部　２機関 東部教育事務所

図書館

療育福祉センター 幡多青少年の家

中央児童相談所 室戸高等学校

子ども・福祉政策部　２機関 中芸高等学校

県立安芸中学校

産学官民連携センター 安芸高等学校

大阪事務所 安芸桜ケ丘高等学校

名古屋事務所 城山高等学校

産業振興推進部　３機関 山田高等学校

嶺北高等学校

工業技術センター 高知農業高等学校

海洋深層水研究所 高知東工業高等学校

中村高等技術学校 岡豊高等学校

商工労働部　３機関 高知東高等学校

県立高知南中学校

中央東農業振興センター 高知南高等学校

農業大学校 高知工業高等学校

農業担い手育成センター 高知追手前高等学校

農業振興部　３機関 高知丸の内高等学校

高知小津高等学校

森林技術センター 高知北高等学校

安芸林業事務所 高知西高等学校

中央東林業事務所 県立高知国際中学校

幡多林業事務所 伊野商業高等学校

林業大学校 高岡高等学校

林業振興・環境部　５機関 高知海洋高等学校

公公
営営
企企
業業
局局

知知
事事
部部
局局

知知
事事
部部
局局

教教
育育
委委
員員
会会

商商工工労労働働部部

農農業業振振興興部部

林林業業振振興興・・環環境境部部

公公営営企企業業局局

健健康康政政策策部部

教教育育委委員員会会

子子どどもも・・福福祉祉政政策策部部

産産業業振振興興推推進進部部

別別表表１１（監査対象機関）

監査対象機関 監査対象機関

総総務務部部 土土木木部部
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　（　）：指摘事項の件数で内数

検討

事務区分

共通 収入事務 支出事務 契約事務
補助金の交付に
関する事務

財産・物品等管
理事務

土木・建築工事
に関する事務 計

機関名

公公営営企企業業局局

幡多けんみん病院

教教育育委委員員会会

東部教育事務所

図書館

幡多青少年の家

室戸高等学校

中芸高等学校

県立安芸中学校

安芸高等学校

安芸桜ケ丘高等学校

城山高等学校

山田高等学校

嶺北高等学校

高知農業高等学校

高知東工業高等学校

岡豊高等学校

高知東高等学校

県立高知南中学校

高知南高等学校

高知工業高等学校

高知追手前高等学校

高知丸の内高等学校

高知小津高等学校

高知北高等学校

高知西高等学校

県立高知国際中学校

伊野商業高等学校

高岡高等学校

高知海洋高等学校

須崎総合高等学校

佐川高等学校

檮原高等学校

四万十高等学校

大方高等学校

幡多農業高等学校

県立中村中学校

中村高等学校

宿毛高等学校

　（　）：指摘事項の件数で内数

検討

東京事務所

公文書館

安芸県税事務所

中央東県税事務所

中央西県税事務所

須崎県税事務所

幡多県税事務所

中央東福祉保健所

幡多看護専門学校

療育福祉センター

中央児童相談所

産学官民連携センター

大阪事務所

名古屋事務所

工業技術センター

海洋深層水研究所

中村高等技術学校

中央東農業振興センター

農業大学校

農業担い手育成センター

森林技術センター

安芸林業事務所

中央東林業事務所

幡多林業事務所

林業大学校

安芸土木事務所

中央東土木事務所

高知土木事務所

中央西土木事務所

須崎土木事務所

幡多土木事務所

農農業業振振興興部部

林林業業振振興興・・環環境境部部

土土木木部部

知知
事事
部部
局局

総総務務部部

健健康康政政策策部部

子子どどもも・・福福祉祉政政策策部部

産産業業振振興興推推進進部部

商商工工労労働働部部

別別表表２２ (実施機関別）

事務区分

共通 収入事務 支出事務 契約事務
補助金の交付に
関する事務

財産・物品等管
理事務

土木・建築工事
に関する事務 計

機関名
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・特記仕様書等で定めた書類の提出漏れ　等　土木・建築工事に関する事務

　財産・物品等管理事務

・補助金実施要領で定めた書類の受領漏れ　等

　支出事務

　収入事務

主な内容

　共通 ・書類の亡失

・検査の未実施

・契約書で定めた書面の添付漏れ　等

計

　契約事務

　補助金の交付に関する事務

・会計年度の誤り

・収入調定の遅延

・収納現金の払込遅延　等

・通勤手当等の支給誤り

・経費支出伺（変更）の作成漏れ　等

別別表表３３（事務区分別の指摘事項及び注意事項）

指摘事項 注意事項 合計

件数 件数 件数 割合（％）

事務区分

　（　）：指摘事項の件数で内数

検討

事務区分

共通 収入事務 支出事務 契約事務
補助金の交付に
関する事務

財産・物品等管
理事務

土木・建築工事
に関する事務 計

機関名

清水高等学校

山田特別支援学校

高知江の口特別支援学校

日高特別支援学校

中村特別支援学校

警警察察本本部部

高知警察署

高知南警察署

高知東警察署

室戸警察署

安芸警察署

南国警察署

土佐警察署

佐川警察署

中村警察署

宿毛警察署

計
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